
南山城村物価高騰対策くらし応援事業 ギフトカードの配布について

南山城村では、物価高騰の影響を受ける村民の皆様の生活支援を図るため、国の「物
価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「バニラVisaギフトカード」を
配布します。

【配布物】バニラVisaギフトカード
全国のVisa加盟店（スーパー、ドラッグストア、コンビニ、家電量販店など）で

ご利用いただけるカードタイプのギフトカードです。
※一部店舗で利用出来ないことがあります。各店舗で利用可能かご確認ください。

【配布金額】
1人あたり20,000 円分

【配布対象】
令和8年 2月 28日時点で、南山城村の住民基本台帳に登録のある方

【配布時期】
令和8年 4月中旬以降配布予定。

※世帯主宛てに世帯全員分をまとめて送付します（南山城村地域応援商品券と同封してお届けします）。

※村内全域への配送のため、お届けまでお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

【利用期間】
令和8年 5月１日から令和8年 12月 31日まで

※4月中旬以降、皆様方のお手元にギフトカードが到着した時点では利用できません。

※令和8年 5月 1日から利用可能となるよう自動設定されます。

※令和9年 1月 1日以降、残額がある場合でもご利用できなくなりますので、ご注意ください。

【参考】ご利用について

１ バニラVisaギフトカードはＩＣチップがついていないため暗証番号の入力は不要です。

※カードリーダーには必ず磁気読み取り機能がありますので、カードリーダーにカードをスライドさせ、カ

ードの磁気部分を読み取らせてください。

２ Visaが使える店舗のうち、支払い出来ないものの例 ※詳しくはお店でご確認ください

l 公共料金、電話料金、新聞購読料（電子版含む）、保険料月額など継続契約の利用料金のお支払い

l ガソリンスタンドでのお支払い、高速道路通行料金（有人ブース）でのお支払い、レンタカーのお支払

い、各種プリペイド・電子マネーの購入・チャージ代金のお支払いなど

お問い合わせ先

南山城村役場企画政策課

℡ 0743-93-0107

E-mail d_kikaku@vill.minamiyamashiro.lg.jp

一部店舗では差し込み式の場合

もありますので、詳細は店舗へ

ご確認ください。

※ファミリーマート等



【配偶者等から暴力（DV)を理由に避難されている方へ】
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方で、令和8年2月28日時点において、以下の要件に該当

する場合は、世帯主（配偶者など）への配布は行わず、申出のあった居住地へ送付しますので、令和8年4月10日

までに南山城村役場企画政策課まで申出ください。

l 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。

l 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関（配偶者暴力

相談支援センター、市町村等からの確認書が発行されていること。

l 住民基本台帳の閲覧制限等「支援措置」の対象となっていること。

（参考）封筒

（参考）バニラＶｉｓａギフトカード

（参考）同封物


